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【参考】中小企業基本法 

（中小企業者の範囲及び用語の定義） 

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、

これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であっ

て、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営

むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、

卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であっ

て、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であっ

て、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

１．事業の目的 

見本市等においてその製品及び技術力を展示する中小企業者に対し、予算の範囲内で補助

金を交付することで中小企業者の販路拡大を支援し、地域産業の発展を図ることを目的とし

ます。 

 

 

２．補助対象者 

次のいずれの要件も満たすものとします。 

▼市内に主たる事業所を有し、市内で引き続き１年以上事業を営む中小企業者※１であること。 

▼市税等の滞納がない者であること。 

▼この要綱により補助金の交付を受けようとする見本市等への出展に係り、国、地方公共団体

又は公共的団体等から補助金等を受けていない者であること。 

▼府中市暴力団排除条例（平成２４年府中市条例第２号）に規定する暴力団又は暴力団員等で

ない者であること。 

▼公序良俗に反しない製品及び技術力を有する者であること。 

※１ 中小企業者とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定するも

のを指します。個人事業主も対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 
中小企業者（下記のいずれかを満たすこと） 

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

①製造業、建設業、運輸業、そ
の他の業種（②～④を除
く） 

３億円以下 300人以下 

②卸売業 １億円以下 100人以下 

③サービス業 5,000万円以下 100人以下 

④小売業 5,000万円以下 50人以下 

 



2 

 

３．補助対象事業 

項目 要件等 

補助対象事業 補助金の交付を受けようとする年度において開催される見本市等又は 

これに準ずるものに出展する事業とします。 

ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではありませ 

ん。 

 

補助対象見本市 １００社以上の企業が、自社の製品及び技術力を紹介するために出展す

る見本市、展示会又は展示商談会とします。ただし、展示即売を伴うもの

を除きます。 

 

【参加予定の見本市の出展企業数が１００社未満の場合】 

関連性のある複数の見本市※2 が合同開催される場合で、それらの出展

企業数の合計が１００社を超える場合は、対象になる場合があります。 

※2 関連性のある事業の例 

インテリア家具の複数の見本市同時開催⇒補助金交付可。 

インテリア家具と飲食物の見本市の同時開催⇒補助金交付不可。 

 

交付回数 １中小企業者につき１会計年度１回 

補助対象経費 ⑴ 出展料又は小間料に係る経費 

⑵ 小間の装飾に係る経費 

⑶ 出展する製品その他付随品等の運搬に係る経費 

⑷ オンラインで開催する見本市等の出展にあたり作成したＰＲ動画等の   

  外部への作成委託費等 

⑸ その他市長が見本市等の出展にあたり必要と認める経費 

※消費税及び地方消費税相当額を除きます。 

 

補助率・ 

補助上限額 

＜補助率＞ 

補助対象経費の合計額の 1/2（千円未満切り捨て） 

＜補助上限額＞ 

１５万円 
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①補助金申請（申請者）
②交付決定
（市）

③経費の支
払い（申請
者）

④見本市出

展（申請者）
⑤実績報告
（申請者）

⑥補助金交付
（市）

①事前申出書
の提出（申請

者）

②経費の支払
い（申請者）

③補助金
申請（申請
者）

④交付
決定
（市）

⑤見本市出

展（申請者）

⑥実績
報告
（申請
者）

⑦補助
金交付
（市）

４．申請フロー 

 申請のフローについては次の通りです。 

 

 

 

 

 

 ※補助金交付決定前に支払った経費については補助対象外となりますのでご注意ください。 

 

【補助対象経費の支払い年度と出展予定年度が異なる場合】 

 

見本市等への出展予定年度と異なる年度において、補助対象経費の支払いが必要な場合につ 

いては、補助対象経費を支払う前に、事前申出書の提出が必要となります。 

交付決定前に支払った経費については、事前申出書に記載のある経費のみを補助対象としま

す。 

 

 

【申請フロー】 

 

   

  

 

■ｎ-1年度 ■ｎ年度 

 

 

 

 

５．交付申請書類の提出・留意事項  

（１）交付申請時の留意事項  

  ア 補助対象事業における見本市等の開催初日の１４日前までに提出してください。 

イ 提出された申請書類は返却しません。 

ウ 必要に応じて、追加資料の提出及び説明等を求めることがあります。 

エ 申請書類は、写しを必ず保管してください。 
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（２）補助金交付申請時に必要な書類 

提出必須の書類 

ア 府中市中小企業見本市等出展事業補助金交付申請書（別記様式第１号） 

イ 府中市中小企業見本市等出展事業補助金事業計画書（別記様式第２号） 

ウ 府中市中小企業見本市等出展事業補助金収支予算（決算）書（別記様式第３号） 

※対象経費欄に記載の金額は消費税抜きの金額を記入 

※対象外経費欄に全費用消費税の記入 

エ 補助対象事業の内容が確認できる書類、パンフレット等※１００以上の出店数あることの記載 

オ 補助対象者の会社概要、パンフレット等 

カ 補助対象事業において展示する製品等が確認できる書類、パンフレット等 

キ 直近の市税完納証明 

ク 法人の登記事項証明書（事業所の所在地が確認できる書類） 

【法人】登記事項証明書 

【個人】確定申告書（確定申告書Ｂ表第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書） 

※確定申告書がない場合、開業届を提出 

ケ その他市長が必要と認める書類 

 

 

６．補助金交付決定  

補助金交付決定とは、補助対象事業者（以下「補助事業者」という。）及び補助対象の事業を

決定したもので、事業完了後の最終的な補助金交付額を決定・保証するものではありません。 

※補助金交付決定額は、補助金交付申請額から減額して決定する場合があります。 

 

 

７.申請内容の変更・中止・廃止 

  交付決定を受けた補助対象事業の内容を変更するときは、府中市中小企業見本市等出展

事業補助金補助対象事業変更承認申請書（別記様式第 6号）の提出が必要になります。 

 また、交付決定を受けた補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、府中市中小企

業見本市等出展事業補助金補助対象事業（中止・廃止）届出書（別記様式第7号）の提出が必

要になります。 

 

【提出が必要な場合】 

 見本市の開催延期・中止、収支予算の変更等。 

 

 

８．補助金交付決定後の流れ（事業の実施と事業報告書の提出） 

補助金交付決定後は、申請内容に基づいた取組を実施してください。 
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※補助金の交付は、実績報告に基づいて行います。実績報告には、実施状況及び支払いを確

認するための書類提出が必要です。 

 

 

９．事業実績報告の提出・補助金交付額の確定 

（１）事業実績報告提出時の留意事項 

ア 補助事業を完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、補助   

  金交付額確定に必要な事業実績報告書等の書類を提出してください。実績報告書につい 

  ては、府中市において審査を行い適当と認めた時は、補助金額を確定し通知します。 

イ 提出された報告書類は返却しません。 

ウ 必要に応じて、追加資料の提出及び説明等を求めることがあります。 

エ 報告書類は，写しを必ず保管してください。  

 

（２）事業実績報告提出時に必要な書類 

提出必須の書類 

ア 府中市中小企業見本市等出展事業実績報告書（別記様式第７号） 

イ 府中市中小企業見本市等出展事業補助金事業報告書（別記様式第８号） 

ウ 府中市中小企業見本市等出展事業補助金収支予算（決算）書（別記様式第３号） 

エ 補助対象事業に要した経費の支払を確認できる書類（※１） 

オ 補助対象事業における展示状況等を示す写真 

カ 補助対象事業における見本市等のパンフレット（出展者名が記載されているもの）で当該 

補助事業の内容がわかるもの 

キ その他市長が必要と認める書類 

※１ 補助対象事業に要した経費の支払を確認できる書類（領収書の写し等）について、 

ネットバンキングで支払いの場合→決済が完了したことを記載する「取引完了」や「受け取

り完了」の文言記載があること。 

※補助金の額は実績に基づくため、補助金交付決定額から減額となることがあります。 

 

 

１０．請求書提出及び交付 

補助金額の確定後、補助金交付額確定通知書を送付します。 

補助事業者は、指定様式により請求書を作成し、提出してください。請求書受領後、補助金

を交付します。  
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１１．その他  

 ⑴補助金の交付を受けた補助事業者は、市が行う各種産業振興事業に協力するものとします。    

 ⑵補助事業者は、補助事業に係る経理を明確にし、かつ、経理に係る書類を補助事業が完了 

  した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間保存しなければなりません。 

 

 

 ＜提出・お問合せ先＞ 

〒726ー８６０１ 広島県府中市府川町３１５番地 

府中市役所商工観光課  

ＴＥＬ 0847-４4-9153（受付時間：８：３0～1７：１５） ※土・日・祝日を除く  

 

▼申請書類の提出は、持参又は郵送により提出してください。  

受領後、不備がある場合や、記載漏れがあった場合は再度提出していただきます。  


